
　
　�「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」の
受
け
取

り
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
？

１
． カ
ー
ド
交
付
の
準
備
が
で
き
た
ら
、
市

役
所
本
庁
・
各
支
所
か
ら
、「
交
付
通
知
書

（
は
が
き
）」を
送
付
し
ま
す
。（
次
段
参
照
）

２
． 「
交
付
通
知
書
」に
は
、
交
付
期
限
、
交

付
場
所
、
必
要
書
類
な
ど
、
重
要
な
事

項
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
必
ず

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　

　
ま
た
、カ
ー
ド
の
受
け
取
り
は
、原
則
、

本
人
と
な
り
ま
す
。

注
意
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
便
乗
し
た
不

正
な
勧
誘
や
、
個
人
情
報
の
取
得
を
狙
う
電

話
、
メ
ー
ル
、
手
紙
、
訪
問
な
ど
の
被
害
に

遭
わ
な
い
よ
う
、十
分
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

【
電
話
詐
欺
の
事
案
】

　
公
的
相
談
窓
口
を
名
乗
る
者
か
ら
電
話
が

あ
り
、偽
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
教
え
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
公
的
機
関
に
寄
附
し
た
い
と
い
う

別
の
者
か
ら
連
絡
が
あ
り
、
そ
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
た
の
で
教

え
た
。
翌
日
、
寄
附
を
受
け
た
と
す
る
機
関

を
名
乗
る
者
か
ら
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
教

え
た
こ
と
は
、
犯
罪
に
当
た
る
」と
言
わ
れ
、

記
録
を
改
ざ
ん
す
る
た
め
の
金
銭
を
請
求
さ

れ
、
お
金
を
渡
し
た
。

＊�「
あ
な
た
の
名
前
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
貸

し
て
ほ
し
い
」と
い
っ
た
依
頼
は
、
詐
欺

の
手
口
で
す
。

＊�

国
の
機
関
や
地
方
自
治
体
な
ど
が
、
口
座

番
号
や
口
座
の
暗
証
番
号
、
所
得
や
資
産

の
情
報
、
家
族
構
成
や
年
金
・
保
険
の
情

報
な
ど
を
聞
い
た
り
、
お
金
や
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
要
求
し
た
り
す
る
こ
と
は

一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

不
審
な
電
話
な
ど
を
受
け
た
ら
・
・
・

▼�

本
庁
保
護
課
生
活
支
援
相
談
グ
ル
ー
プ

�

（
23
）５
１
１
１（
内
線
２
５
７
２
）

＊�

土
・
日
曜
日
、
祝
日（
10
時
〜
16
時
）は
、

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン（
１
８
８
）へ

6

交付通知書（裏面） 交付通知書（表面）

交 付 場 所

交付期限

※本人記入

委任状欄
（※本人記入）

パスワード記入欄
（※本人記入）

薩摩川内市神田町３番22号
番号　花子

交付の際に必要な物

交
付
を
受
け
る
人

本
人

・交付通知書（はがき）
・通知カード
・住基カードまたは運転免許証など顔写真付公的身分証明書
　＊持っていない方は、健康保険証、年金手帳、預金通帳など２点が必要

※
代
理
人

・交付通知書（はがき）
・通知カード
・委任状
 ＊ 交付通知書「委任状欄」

への記入で足ります。
・ 本人の来庁が困難である
ことを証する書類

 ＊診断書、障害者手帳など

＋

本
人
の
身
分
証
明

・ 住基カードまた
は運転免許証
など顔写真付
公的身分証明書
　　１点

＋
・ 健康保険証、
年金手帳等など
　　１点

＋

代
理
人
の
身
分
証
明

・�住基カードまた
は運転免許証
など顔写真付
公的身分証明書
　　１点

＋
・ 健康保険証、
年金手帳等など
　　１点

＊�本人が病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により、交付場所に来ることが難
しい場合に限って、代理人にカードの受け取りを委任できます。
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
な
ど
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

　
　「
通
知
カ
ー
ド
」は
い
つ
届
く
の
？

　
本
市
で
は
、
11
月
下
旬

以
降
、
世
帯
ご
と
に
順
次
、

住
民
票
の
住
所
地
へ
配
達

さ
れ
て
い
ま
す
。

＊�

転
送
不
要
の
簡
易
書
留

で
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
　�｢

通
知
カ
ー
ド｣

を
受
け
取
れ
な

か
っ
た
場
合
は
？

　「
通
知
カ
ー
ド
」は
、
世
帯
員
へ
の
手
渡
し

に
な
る
た
め
、
留
守
の
場
合
は
、
ピ
ン
ク
色

の
不
在
連
絡
票
が
配
布
さ
れ
ま
す
。
郵
便
局

で
の
預
か
り
期
間
は
１
週
間
で
、
そ
の
間
に

受
け
取
り
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
市
役

所
本
庁
・
各
支
所
へ
戻
さ
れ
、
３
カ
月
程
度

保
管
さ
れ
ま
す
。
戻
さ
れ
た
方
の
分
は
調
査

を
行
い
、
住
所
に
変
更
が
あ
っ
た
方
に
つ
い

て
は
、
新
住
所
に
再
送
し
ま
す
。

　
住
所
に
変
更
が
無
か
っ
た
方
に
つ
い
て

は
、「
通
知
カ
ー
ド
が
返
戻
さ
れ
た
旨
と
通

知
カ
ー
ド
の
窓
口
交
付
に
つ
い
て
の
案
内
の

は
が
き
」を
送
付
し
ま
す
。
内
容
を
確
認
の

上
、
来
庁
く
だ
さ
い
。
本
人
確
認
を
行
い
、

通
知
カ
ー
ド
の
交
付
を
行
い
ま
す
。

　
　�｢

通
知
カ
ー
ド
」が
届
い
た
ら
ど

う
す
れ
ば
い
い
？

１
． ま
ず
、
次
の
書
類（
①
～
③
）が
入
っ
て

い
る
か
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

２
． マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
原
則
、
生
涯
変
更
さ

れ
ま
せ
ん
。
む
や
み
に
他
人
に
提
供
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で「
通
知
カ
ー

ド
」は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

３
． 「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
兼
電

子
証
明
書
発
行
申
請
書
」は
、「
個
人
番

号
カ
ー
ド
」の
交
付
申
請
手
続
き
に
必
要

で
す
。

　
　｢

個
人
番
号
カ
ー
ド
」っ
て
何
？

　
　
カ
ー
ド
を
持
つ
メ
リ
ッ
ト
は
？

　
こ
れ
ま
で
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
替

わ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
カ
ー
ド
で
す
。
平

成
28
年
１
月
以
降
、
行
政
機
関
な
ど
で
の
各

種
手
続
き
時
に「
個
人
番
号
の
確
認
」と「
本

人
確
認
」が
必
要
と
な
り
ま
す
が
、こ
の
カ
ー

ド
の
み
で
手
続
き
が
で
き
ま
す
。こ
の
ほ
か
、

コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
住
民
票
の
写
し
な
ど
の
交

付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

＊
初
回
交
付
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

＊  「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」を
持
っ
て
い
る

方
が
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」の
交
付
を
受

け
た
と
き
は
、「
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
」

を
返
納
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　�「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」の
交
付
申

請
は
ど
う
し
た
ら
い
い
？

１
． 「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」の
交
付
を
希
望
さ

れ
る
方
は
、
同
封
さ
れ
て
い
る「
個
人
番

号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
兼
電
子
証
明
書

発
行
申
請
書
」の
記
載
内
容
を
確
認
し
、

申
請
日
の
記
入
、
署
名
・
押
印
の
上
、
顔

写
真
を
貼
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

２
． 同
封
さ
れ
て
い
る
返
信
用
封
筒
で
、
送

付
し
て
く
だ
さ
い
。

３
． 平
成
28
年
１
月
以
降
、「
個
人
番
号
カ
ー

ド
」の
交
付
を
開
始
し
ま
す
。

＊
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
の
申
請
も
で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド
は
届
き
ま
し
た
か
？

〜
希
望
さ
れ
る
方
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
を
〜
【
問
合
先
】＝
● 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
関
す
る
こ
と
：
本
庁
行
政
改
革
推
進
課

行
政
改
革
グ
ル
ー
プ 

　
（
23
）５
１
１
１（
内
線
４
１
３
２
）

　
　
　
　
　
● 

個
人
番
号
カ
ー
ド
な
ど
に
関
す
る
こ
と
：
本
庁
市
民
課
住
民
グ

ル
ー
プ
　 

（
23
）５
１
１
１（
内
線
５
９
８
０
・
５
９
８
２
）

1

3

45

2

↓
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

　マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん

通知の見本

個人番号カード交付申請書兼電子
証明書発行申請書（裏）

↑ 

個
人
番
号
カ
ー
ド
の

見
本（
表
）

↓ 

個
人
番
号
カ
ー
ド
の

見
本（
裏
）

②ご案内

③返信用封筒（※１世帯に１通）
①上：通知カード
　 下： 個人番号カード交付申請書

兼電子証明書発行申請書

（注） 署名用電子証明書はｅ
イ ー タ ッ ク ス

-Ｔａｘなどの電子申請、ま
た利用者証明用電子証明書はコンビニ交付サービ
スなどを提供するためのものです。こちらを黒く
塗りつぶすとサービスが利用できなくなります。
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